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平成１７年（２００５年）　８月２８日（日） こうち県議会だより

� 1� ＊この広報紙は、県の総合・合同庁舎、市町村役場でも
　お渡ししています。

2・3 面 6 月定例会

 本会議の質問から

　６月定例会審議の結果

 　常任委員会の動き

　4 面 常任委員会の委員長報告

 の要旨

 お知らせ

 　9 月定例会の開催日程（予定）

　　　　　　　　　　　　　　　ほか
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●
新
行
政
改
革
大
綱
の
策
定
に
つ
い
て　

〜
開
会
日
〜

　

提
案
説
明
の
冒
頭
橋
本
知
事
は
、行
財
政
改
革
に
つ
い
て
、本
県
で

は
平
成
七
年
と
十
年
の
二
度
に
わ
た
っ
て
行
政
改
革
大
綱
を
策
定
し
、

平
成
十
五
年
度
に
は
業
務
の
重
点
化
と
ス
リ
ム
化
に
よ
る
職
員
定

数
の
削
減
、
業
務
の
ア
ウ
ト
ソ
ー
シ
ン
グ
の
推
進
を
県
の
経
営
方
針

に
位
置
づ
け
、国
や
他
県
に
先
ん
じ
た
改
革
に
取
り
組
ん
で
き
た
。

　

し
か
し
、
財
政
状
況
は
ま
す
ま
す
深
刻
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
さ
ら

に
厳
し
い
行
財
政
改
革
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
折
し
も
国
か
ら
新
し

い
行
政
改
革
の
指
針
が
示
さ
れ
た
の
で
、
今
年
度
か
ら
平
成
二
十
一

年
度
ま
で
の
五
年
間
を
計
画
期
間
と
す
る
新
た
な
行
政
改
革
大
綱

を
年
内
に
策
定
し
、
定
数
の
一
層
の
削
減
や
給
与
の
見
直
し
、
民
間

委
託
の
推
進
な
ど
の
目
標
を
で
き
る
限
り
明
確
な
数
値

で
示
し
、
県
民
の
視
点
に
立
っ
た
行
財
政
改
革
を
さ
ら
に

集
中
的
に
進
め
て
い
く
と
述
べ
ま
し
た
。

　

続
い
て
、
市
町
村
合
併
、
災
害
対
策
、
交
通
、
観
光
な
ど

各
分
野
ご
と
の
主
要
な
政
策
に
つ
い
て
意
見
や
方
針
を
述

べ
た
後
、
今
定
例
会
に
提
出
し
た
三
十
五
議
案
に
つ
い
て

説
明
し
ま
し
た
。

●
県
警
捜
査
費
な
ど
に
つ
い
て
論
議　

〜
本
会
議
〜

　

開
議
第
二
日
か
ら
第
四
日
に
は
本
会
議
で
九
議
員
が

県
警
捜
査
費
問
題
な
ど
に
つ
い
て
質
疑
・
質
問
を
行
い
ま

し
た
。

●
三
十
六
議
案
と
請
願
一
件
を
審
査　

〜
常
任
委
員
会
〜

　

三
十
六
議
案
（
追
加
提
出
一
条
例
議
案
を
含
む
）
及
び

請
願
一
件
を
所
管
の
常
任
委
員
会
に
付
託
し
、
審
査
の
結

果
、三
十
六
議
案
を
原
案
ど
お
り
可
決
、承
認
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、請
願
一
件
を
採
択
し
ま
し
た
。

●
四
十
議
案
を
可
決　

〜
閉
会
日
〜

　

本
会
議
で
採
決
の
結
果
、
知
事
か
ら
提
出
さ
れ
た
三
十
七
議
案

（
追
加
提
出
一
人
事
議
案
を
含
む
）を
可
決
、同
意
、承
認
し
ま
し
た
。

議
員
か
ら
提
出
さ
れ
た
意
見
書
議
案
四
議
案
の
う
ち
、
三
議
案
を
可

決
、一
議
案
を
否
決
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、請
願
一
件
を
採
択
し
ま
し
た
。

●
監
査
請
求
に
関
す
る
動
議
を
可
決

　

閉
会
日
、
議
員
か
ら
捜
査
費
の
執
行
に
つ
い
て
疑
義
が
あ
る
と
し

て
、
地
方
自
治
法
第
九
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
監
査
委
員

に
対
し
、
高
知
県
警
察
本
部
、
高
知
警
察
署
へ
の
監
査
を
行
う
よ
う

要
求
す
る
動
議
が
提
出
さ
れ
、全
会
一
致
を
も
っ
て
可
決
し
ま
し
た
。
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�
 
大
阪
航
路
の
早
期
再
開
に
取
り

組
む
知
事
の
決
意
を
聞
く
。

�
 
知
事　

こ
の
航
路
の
重
要
性
は
十

分
認
識
し
て
い
る
。現
在
、
県
内
の
民

間
の
方
々
と
連
携
を
し
、
新
し
い
船

体
の
確
保
等
に
向
け
て
調
査
を
進
め

て
い
る
。
ま
ず
は
こ
の
取
り
組
み
を
第

一
義
に
置
い
て
、
全
力
を
挙
げ
て
再

開
に
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
。
こ
の
航

路
は
県
の
園
芸
産
品
、
ま
た
鉱
工
業

製
品
の
輸
送
ル
ー
ト
と
い
う
こ
と
で
は
、

近
畿
圏
だ
け
で
は
な
く
、
首
都
圏
も

含
め
た
命
綱
と
言
っ
て
い
い
ほ
ど
重
要

な
経
済
ル
ー
ト
な
の
で
、
再
開
に
向
け

て
県
庁
挙
げ
て
取
り
組
ん
で
い
く
。

� 
新
し
い
合
併
特
例
法
の
も
と
で

の
対
応
は
、
県
と
し
て
積
極
的
な
役

割
を
果
た
し
て
も
ら
い
た
い
。

�
 
知
事　

合
併
構
想
を
考
え
て
い

く
に
は
、
人
口
規
模
等
を
中
心
と
し

た
全
国
的
な
規
準
だ
け
で
な
く
、
本

県
の
特
性
を
踏
ま
え
た
あ
り
方
を
幅

広
く
研
究
し
、
あ
る
程
度
考
え
方
が

整
理
で
き
た
ら
、
民
間
委
員
な
ど
で

構
成
す
る
審
議
会
で
十
分
に
議
論

し
て
頂
く
。そ
の
際
は
、小
規
模
町
村

を
ど
う
す
る
か
だ
け
で
な
く
、
県
内

問答問答

六
月
二
十
九
日 

溝渕　健夫
（自由民主党）

全
体
を
長
期
的
に
見
通
し
た
構
想

の
作
成
を
お
願
い
し
た
い
。順
調
に
審

議
が
進
め
ば
、
本
年
度
内
に
、
ま
た
、

審
議
に
期
間
が
必
要
な
場
合
で
も
、

来
年
の
秋
頃
ま
で
に
構
想
を
ま
と
め

た
い
。

� 
県
産
園
芸
品
へ
の
信
頼
を
高
め
、

安
全
を
確
保
す
る
た
め
の
残
留
農

薬
検
査
に
、
今
後
、
ど
う
取
り
組
む

か
。

�
 
農
林
水
産
部
長　

系
統
で
も
系

統
外
で
も
消
費
者
に
は
高
知
県
産

の
農
産
物
で
あ
る
。県
と
し
て
は
、
県

産
農
産
物
全
体
の
信
頼
性
の
確
保

の
た
め
、
引
き
続
き
残
留
農
薬
検
査

等
必
要
な
措
置
を
実
施
し
て
い
く
。

検
査
に
あ
た
っ
て
は
、
自
主
検
査
体

制
の
現
状
を
踏
ま
え
、県
内
青
果
市

場
の
協
力
を
得
て
、系
統
外
農
産
物

に
つ
い
て
重
点
的
に
取
り
組
ん
で
い
き

た
い
。

�
 
Z
n
O
を
中
心
と
し
た
産
業
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
ど
う
取
り
組
む
か
。

�
 
商
工
労
働
部
長　

酸
化
亜
鉛
と

高
知
工
科
大
学
の
技
術
を
使
っ
た
新

し
い
事
業
に
、
多
く
の
県
内
企
業
が

自
社
技
術
を
生
か
せ
る
分
野
で
取

り
組
も
う
と
し
て
お
り
、
県
内
への
技

問答問答

6 月定例会
本会議の質問から

質
問
者
（
質
問
順
）

六
月
二
十
九
日

　

溝
渕　

健
夫

　

黒
岩　

直
良

　

田
頭
文
吾
郎

六
月
三
十
日

　

浜
田　

嘉
彦

　

西
森　

雅
和

　

森
田　

英
二

七
月
一
日

　

岡
崎　

俊
一

　

森　
　

雅
宣

　

依
光　
　

夫

術
移
転
、
技
術
力
と
競
争
力
を
持
っ

た
企
業
の
育
成
、
県
内
産
業
の
振
興

が
期
待
で
き
る
。
県
で
は
研
究
開
発

に
必
要
な
国
の
事
業
の
導
入
や
、
事

業
化
へ
の
取
り
組
み
を
支
援
し
、
優

れ
た
技
術
を
有
す
る
関
係
企
業
の

集
積
等
に
も
積
極
的
に
取
り
組
ん

で
い
く
。

� 
天
然
ガ
ス
ハ
イ
ド
レ
ー
ト
に
つ
い

て
、
高
知
新
港
を
活
用
し
た
方
向

付
け
を
し
、取
り
組
ま
な
い
か
。

�
 
知
事　

民
間
事
業
者
が
天
然
ガ

ス
の
効
率
的
な
輸
送
の
た
め
に
、
ガ
ス

を
ハ
イ
ド
レ
ー
ト
化
し
て
再
び
ガ
ス
化

す
る
技
術
の
開
発
な
ど
を
行
っ
て
い

る
と
聞
い
て
い
る
。
本
県
の
産
業
に
活

用
で
き
れ
ば
、
ま
た
、
土
佐
沖
の
メ
タ

ン
ハ
イ
ド
レ
ー
ト
の
開
発
と
も
相
ま
っ

て
、製
造
プ
ラ
ン
ト
な
ど
が
立
地
さ
れ

れ
ば
、本
県
の
産
業
振
興
や
雇
用
拡

大
に
つ
な
が
る
夢
の
あ
る
話
だ
。
引
き

続
き
、
情
報
収
集
を
通
じ
て
、
関
心

を
持
っ
て
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
。

� 
支
払
精
算
書
の
金
額
な
ど
、捜
査

内
容
に
直
接
関
係
の
な
い
情
報
を

非
開
示
と
し
、何
を
回
避
す
る
の
か
。

�
 
警
察
本
部
長　

支
払
精
算
書
の

金
額
等
は
、犯
罪
捜
査
活
動
の
実
態

を
費
用
面
か
ら
あ
ら
わ
す
も
の
で
、

事
件
ご
と
に
一
連
の
も
の
と
し
て
精

査
し
た
場
合
、
捜
査
体
制
、
捜
査
方

針
、
捜
査
手
法
及
び
捜
査
の
進
展

状
況
等
を
反
映
す
る
情
報
だ
。現
に

捜
査
継
続
中
の
事
件
等
の
情
報
が

含
ま
れ
て
お
り
、公
に
す
れ
ば
、各
種

捜
査
情
報
の
判
明
に
つ
な
が
り
、
被

疑
者
等
が
逃
亡
や
証
拠
隠
滅
を
図

る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
非

開
示
と
し
な
け
れ
ば
公
共
の
安
全
を

確
保
で
き
な
い
。

�
 
教
科
書
検
定
の
あ
り
方
と
、
さ
き

の
戦
争
の
歴
史
認
識
を
聞
く
。

�
 
知
事　

政
府
は
内
閣
総
理
大
臣

の
談
話
の
形
で
、
痛
切
な
反
省
と
心

か
ら
の
お
わ
び
の
気
持
ち
を
表
明
し

問答問答問答

Z
n
O（
酸
化
亜
鉛
）を
中
心
と
し

た
新
し
い
産
業
振
興
に
取
り
組
め

大
阪
航
路
の
早
期
再
開
に
向

け
て
取
り
組
め

黒岩　直良
（21 県政会）

六
月
三
十
日 

て
お
り
、
こ
う
し
た
認
識
が
教
科
書

検
定
に
反
映
さ
れ
る
の
は
当
然
と
思

う
。ま
た
、
私
の
歴
史
認
識
は
、
総
理

大
臣
の
談
話
と
基
本
的
に
変
わ
ら
な

い
。真
摯
な
反
省
の
上
に
立
ち
、二
度

と
過
ち
を
繰
り
返
さ
な
い
よ
う
不
戦

と
平
和
を
固
く
誓
う
こ
と
か
ら
戦
後

の
日
本
が
出
発
し
た
と
考
え
て
い
る
。

� 
教
育
長　

我
が
国
は
、過
去
の
一

時
期
に
植
民
地
支
配
や
侵
略
に
よ
っ

て
多
く
の
国
々
、
特
に
ア
ジ
ア
諸
国
の

人
々
に
大
き
な
苦
し
み
と
損
害
を
与

え
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
と
考

え
て
い
る
。
教
科
書
検
定
の
あ
り
方

は
、検
定
基
準
に
近
隣
諸
国
条
項
も

あ
り
、
こ
う
し
た
認
識
が
尊
重
さ
れ

る
べ
き
も
の
と
考
え
て
い
る
。

� 
県
警
捜
査
費
問
題
に
つ
い
て
、
監

査
を
や
り
直
す
べ
き
だ
と
思
う
が
。

�
 
代
表
監
査
委
員　

監
査
は
公
正

に
実
施
し
た
が
、今
後
、確
定
的
な
人

的
、
物
的
等
の
証
拠
な
ど
、
新
た
な

事
実
が
認
め
ら
れ
た
場
合
に
は
、
随

時
、
監
査
の
実
施
を
検
討
し
、
ま
た
、

地
方
自
治
法
に
基
づ
く
知
事
又
は

議
会
か
ら
の
監
査
の
要
求
が
あ
っ
た

場
合
に
は
、特
別
監
査
を
実
施
す
る
。

� 
農
林
産
物
へ
の
鳥
獣
被
害
対
策

は
、
県
、
市
町
村
、
関
係
団
体
が
一

体
と
な
り
集
中
的
に
取
り
組
む
べ

き
だ
。

�
 
企
画
振
興
部
長　

各
地
域
の
被

害
状
況
に
応
じ
た
対
応
が
必
要
で
あ

り
、
市
町
村
で
の
対
策
の
充
実
が
重

要
だ
。県
単
独
の
補
助
金
を
充
実
す

る
な
ど
、
市
町
村
と
と
も
に
各
地
域

の
防
除
対
策
、
捕
獲
対
策
を
進
め
て

い
る
。単
独
の
市
町
村
で
の
捕
獲
で
は

限
界
が
あ
り
、四
国
三
県
及
び
市
町

村
と
の
密
接
な
連
携
の
も
と
に
、
農

林
業
被
害
の
対
策
を
進
め
て
い
く
。

答問答問答

植
民
地
支
配
と
侵
略
戦
争
の

反
省
を
教
科
書
検
定
に
反
映

さ
せ
る
べ
き
だ

田頭文吾郎
（日本共産党と緑心会）

�
 
県
産
材
の
公
共
事
業
へ
の
利
用
実

績
と
計
画
に
つ
い
て
聞
く
。

�
 
森
林
局
長　

十
六
年
度
の
公
共
土

木
工
事
で
の
県
産
材
利
用
実
績
は
、県

で
は
二
千
六
百
九
十
五
立
方
メ
ー
ト
ル
、

市
町
村
は
七
百
二
十
七
立
方
メ
ー
ト
ル

だ
。
こ
の
四
月
に
各
部
局
ご
と
の
数
値

目
標
を
定
め
た
行
動
計
画
を
作
成
し
、

公
共
土
木
工
事
は
五
千
五
百
五
十
立

方
メ
ー
ト
ル
を
目
標
に
、
特
記
仕
様
書

で
県
産
材
型
枠
の
使
用
を
義
務
づ
け
、

県
有
施
設
は
原
則
木
造
と
す
る
な
ど
、

取
り
組
み
を
強
化
し
た
。
ま
た
、
市
町

村
は
、
県
内
の
六
つ
の
県
産
材
利
用
地

域
推
進
会
議
で
、
十
七
年
度
以
降
の

年
度
ご
と
の
目
標
を
作
成
中
で
、
今
後

は
こ
の
会
議
を
中
心
に
一
体
的
に
取
り

組
み
を
進
め
て
い
き
た
い
。

�
 
違
法
伐
採
さ
れ
た
木
材
の
輸
入
問

題
は
、
規
制
強
化
の
政
策
を
求
め
、
輸

入
業
界
へ
の
批
判
を
強
め
て
い
く
必
要

が
あ
る
。
全
国
的
な
運
動
を
起
こ
し
て

い
く
取
り
組
み
を
行
う
べ
き
だ
。

�
 
知
事　

Ｇ
８
森
林
行
動
プ
ロ
グ
ラ
ム

が
合
意
さ
れ
て
以
降
、参
加
各
国
で
は
、

様
々
な
対
策
が
と
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
を

受
け
て
政
府
で
も
、
輸
出
国
に
お
け
る

木
材
の
ト
レ
ー
サ
ビ
リ
テ
ィ
ー
の
技
術
の

開
発
な
ど
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
県
と
し

て
も
、国
の
動
向
を
見
守
り
な
が
ら
、各

県
と
連
携
し
た
対
応
に
努
め
て
い
き
た
い
。

�
 
高
等
学
校
で
中
学
レ
ベ
ル
ま
で
引

き
返
し
た
勉
強
を
や
ら
な
く
て
も
よ
い

よ
う
特
別
の
対
策
が
必
要
で
は
。

�
 
教
育
長　

今
後
の
対
策
は
、授
業
か

ら
の
落
ち
こ
ぼ
れ
を
な
く
す
こ
と
を
念

頭
に
、
質
的
、
量
的
の
両
面
か
ら
の
ア
プ

ロ
ー
チ
が
必
要
だ
。質
的
な
対
策
は
、
授

業
評
価
シ
ス
テ
ム
の
再
構
築
や
中
学
校

授
業
力
パ
ワ
ー
ア
ッ
プ
事
業
な
ど
に
取

り
組
む
。量
的
な
対
策
は
、課
題
を
持
っ

た
生
徒
に
集
中
的
な
加
力
指
導
が
で

き
る
教
員
加
配
の
手
だ
て
を
検
討
し
て

い
く
。

問答問答問答 県
産
材
の
利
用
拡
大
を
市
町

村
も
含
め
徹
底
せ
よ

浜田　嘉彦
（県民クラブ）

高知県警察本部庁舎

6 月定例会　審議の結果　　
●可決された議案（４０議案）
※同意・承認を含む

知事提出議案（３７議案）
�予算議案（１議案）
「平成１７年度高知県一般会計補正予算」
�条例議案（２０議案）
「高知県立埋蔵文化財センターの設置及び管理に関する条例
議案」
「職員の退隠料等に関する条例の一部を改正する条例議案」
「高知県税条例の一部を改正する条例議案」
「過疎地域等における県税の課税免除に関する条例及び半島
振興対策実施地域における県税の不均一課税に関する条例
の一部を改正する条例議案」
「高岡郡窪川町、幡多郡大正町及び同郡十和村の廃置分合
並びに幡多郡佐賀町及び同郡大方町の廃置分合に伴う関
係条例の整理に関する条例議案」
「高岡郡中土佐町及び同郡大野見村の廃置分合に伴う関係
条例の整理に関する条例議案」
「高知県立県民文化ホールの設置及び管理に関する条例の一
部を改正する条例議案」
「高知県立歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例の
一部を改正する条例議案」
「高知県立坂本龍馬記念館の設置及び管理に関する条例の
一部を改正する条例議案」
「高知県立美術館の設置及び管理に関する条例の一部を改
正する条例議案」

「高知県立文学館の設置及び管理に関する条例の一部を改
正する条例議案」

「高知県立交通安全こどもセンターの設置及び管理に関する条
例の一部を改正する条例議案」

「高知県交通安全対策会議条例及び高知県風致地区内にお
ける建築等の規制に関する条例の一部を改正する条例議案」
「高知県手数料徴収条例の一部を改正する条例議案」
「高知県都市計画法施行条例の一部を改正する条例議案」
「高知県立都市公園条例の一部を改正する条例議案」
「高知県建築基準法施行条例の一部を改正する条例議案」
「高知県立中学校、高等学校、ろう学校、盲学校及び養護学校
設置条例の一部を改正する条例議案」

「高知県立青少年センターの設置及び管理に関する条例の一
部を改正する条例議案」

「公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正す
る条例議案」

�その他議案（１２議案）
「町村の廃置分合に関する議案」
「町村の廃置分合に関する議案」
「町の廃置分合に関する議案」
「町の属すべき郡の区域に関する議案」
「県有財産（権利）の放棄に関する議案」
「高知西南地区国営土地改良事業に対する市町村の負担の
一部変更に関する議案」

「高幡地区国営土地改良事業に対する町村の負担の一部変
更に関する議案」

「県が行う土木その他の建設事業に対する市町村の負担の一
部変更に関する議案」

「国道４４１号道路改築（橘取付橋上部工）工事請負契約の締

結に関する議案」
「県道久礼須崎線地方道路交付金（大野トンネル）工事請負契
約の締結に関する議案」

「住民訴訟に係る弁護士報酬の負担に関する議案」
「高知県競馬組合規約の一部変更に関する議案」
�人事議案（１議案）
「高知県人事委員会の委員の選任についての同意議案」
�報告議案（３議案）
「平成１６年度高知県一般会計補正予算の専決処分報告」
「高知県税条例の一部を改正する条例の専決処分報告」
「公平委員会の事務の受託の専決処分報告」

議員提出議案（３議案）
�意見書議案（３議案）
「都道府県議会制度の充実強化に関する意見書議案」
「北方領土問題の解決促進に関する意見書議案」
「道路特定財源の一般財源化に反対する意見書議案」

●否決された議案（１議案）

議員提出議案（１議案）
�意見書議案（１議案）
「所得税・住民税の改悪による大増税計画に反対する意見書
議案」

●可決された動議（１動議）
「監査請求に関する動議」

●採択された請願（１件）
「がん医療の充実を求める請願について」
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平成１７年（２００５年）　８月２８日（日）

�
 
点
検
商
法
の
被
害
実
態
と
高
齢

者
を
守
る
た
め
の
対
策
を
聞
く
。

�
 
文
化
環
境
部
長　

消
費
生
活
セ
ン

タ
ー
へ
の
点
検
商
法
の
相
談
件
数
は
、

十
六
年
度
が
五
十
九
件
、
契
約
者
は

六
十
五
歳
以
上
が
半
数
以
上
だ
。
広

報
紙
等
に
よ
る
啓
発
や
老
人
ク
ラ
ブ
へ

の
出
前
講
座
な
ど
を
行
っ
て
お
り
、
今

後
は
、ホ
ー
ムヘル
パ
ー
な
ど
に
も
、県
の

消
費
者
問
題
の
研
修
会
に
出
席
頂
き
、

地
域
ぐ
る
み
で
高
齢
者
の
被
害
を
防

ぐ
よ
う
努
め
て
い
く
。

�
 
警
察
本
部
長　
十
六
年
中
に
受
理

し
た
点
検
商
法
の
相
談
は
、
白
ア
リ
駆

除
が
九
件
、
家
屋
の
リ
フ
ォ
ー
ム
が
五

件
、
浄
水
器
が
九
件
。
被
害
防
止
対

策
は
、
高
齢
者
を
重
点
と
し
た
広
報

啓
発
活
動
を
今
後
も
継
続
し
て
い
く
。

�
 
南
海
地
震
対
策
に
つ
い
て
、
Ｐ
波

と
Ｓ
波
の
ス
ピ
ー
ド
差
の
活
用
と
Ｉ

Ｔ
自
動
防
災
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
聞

く
。

�
 
危
機
管
理
担
当
理
事　

Ｐ
波
と

Ｓ
波
の
到
達
ス
ピ
ー
ド
差
を
活
用
す

れ
ば
、高
知
市
だ
と
、約
二
十
秒
の
余

裕
時
間
の
確
保
が
想
定
さ
れ
、
被
害

の
軽
減
に
大
変
有
効
と
考
え
て
い
る
。

気
象
庁
か
ら
は
、
精
度
の
向
上
な
ど
が

課
題
と
聞
い
て
い
る
。
実
証
実
験
中
の

Ｉ
Ｔ
自
動
防
災
シ
ス
テ
ム
は
、
住
宅
の

安
全
性
を
飛
躍
的
に
高
め
る
の
で
、早

期
の
実
用
化
を
期
待
し
て
い
る
。

�
 
Ａ
Ｅ
Ｄ （
自
動
体
外
式
除
細
動
器
）

を
公
共
施
設
や
学
校
へ
早
急
に
設
置

す
べ
き
と
思
う
が
、考
え
を
聞
く
。

�
 
知
事　

県
内
の
公
共
的
施
設
に

Ａ
Ｅ
Ｄ
の
設
置
が
進
む
よ
う
に
働
き

か
け
た
い
。
県
有
施
設
は
、
Ａ
Ｅ
Ｄ
の

必
要
性
が
高
い
施
設
か
ら
順
次
設
置

す
る
こ
と
を
検
討
し
て
い
き
た
い
。

�
 
教
育
長　

Ａ
Ｅ
Ｄ
の
有
効
性
を
、

市
町
村
や
学
校
に
情
報
提
供
を
し
、

学
校
で
の
講
習
会
に
Ａ
Ｅ
Ｄ
講
習
も

含
め
る
こ
と
な
ど
を
お
願
い
し
て
い
る
。

県
立
学
校
は
、
Ａ
Ｅ
Ｄ
の
必
要
性
が

高
い
学
校
へ
の
配
置
を
検
討
し
て
い
き

た
い
。

問答答問答問答答 点
検
を
装
っ
て
訪
問
し
、高
額
商
品
を

売
り
つ
け
る
点
検
商
法
に
つ
い
て
聞
く

西森　雅和
（公明党）

�
 
情
報
収
集
の
仕
方
や
人
事
交
流

の
あ
り
方
も
含
め
て
、
中
央
省
庁
と

向
き
合
う
今
後
の
姿
勢
に
つ
い
て
聞

く
。

�
 
知
事　

今
ま
で
の
人
事
交
流
を

通
じ
関
係
省
庁
の
多
く
の
方
々
と
広

い
人
間
関
係
を
築
け
た
。現
在
も
、高

知
県
の
応
援
団
と
し
て
力
に
な
っ
て
頂

い
て
い
る
。こ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
活
か
し
、

東
京
事
務
所
も
十
分
に
活
用
し
、
積

極
的
に
中
央
の
情
報
を
収
集
し
て
い

き
た
い
。ま
た
、
国
と
の
人
事
交
流
は
、

県
に
も
国
の
職
員
に
も
メ
リ
ッ
ト
が
あ

り
、今
後
も
続
け
て
い
き
た
い
。

�
 
美
し
く
清
潔
な
県
土
づ
く
り
が

ど
の
施
策
よ
り
先
行
す
べ
き
で
、
そ

れ
が
、
教
育
や
治
安
の
向
上
、
産
業

や
観
光
の
振
興
に
つ
な
が
る
は
ず
だ
。

美
観
行
政
に
つ
い
て
所
見
を
聞
く
。

�
 
副
知
事　

不
法
投
棄
さ
れ
た
廃

棄
物
が
一
掃
さ
れ
、
景
観
の
美
し
い

清
潔
な
環
境
が
維
持
で
き
れ
ば
、
生

活
環
境
保
全
だ
け
で
な
く
、
観
光
振

興
な
ど
に
も
大
変
意
義
が
あ
る
。
美

観
行
政
は
、
県
、
市
町
村
や
国
の
機

関
等
の
連
携
が
非
常
に
重
要
だ
。
ま

た
、県
職
員
一
人
一
人
が
美
観
意
識

を
持
っ
て
業
務
に
活
か
す
こ
と
も
大

切
だ
。
関
係
部
局
の
連
携
を
図
り
、

美
観
の
向
上
に
取
り
組
ん
で
い
き
た

い
。

�
 
仁
淀
川
の
本
来
の
美
し
さ
を
取

り
戻
し
、
清
流
を
保
全
し
て
い
き
た

い
。川
砂
利
採
取
問
題
に
つ
い
て
、
規

制
に
向
け
て
の
取
り
組
み
を
聞
く
。

�
 
土
木
部
長　

物
部
川
で
の
ダ
ム
の

管
理
採
取
を
除
く
と
、
実
質
的
に
河

川
砂
利
の
採
取
が
行
わ
れ
て
い
る
の

は
仁
淀
川
の
み
だ
。
砂
利
採
取
影
響

調
査
結
果
で
は
、
砂
利
採
取
が
河
床

低
下
に
与
え
る
ウ
エ
ー
ト
が
大
き
い
と

指
摘
さ
れ
て
お
り
、
環
境
保
全
の
見

地
か
ら
、
将
来
的
に
は
採
取
禁
止
の

必
要
も
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
国
や
関

係
機
関
、
採
取
業
者
と
の
話
し
合
い

を
続
け
な
が
ら
、
二
十
一
年
度
を
め

ど
に
一
定
の
方
針
を
出
し
た
い
。

問答問答問答 中
央
省
庁
と
の
人
事
交
流
は
、本
県

に
と
っ
て
大
き
な
財
産
に
な
っ
て
い
る

森田　英二
（自由民主党）

�
 
本
県
の
災
害
実
態
に
合
っ
た
避
難
勧

告
等
の
基
準
づ
く
り
に
、
今
後
ど
の
よ

う
に
取
り
組
む
の
か
。

�
 
危
機
管
理
担
当
理
事　

国
が
、本
年

三
月
に
避
難
勧
告
等
の
判
断
・
伝
達
マ

ニュア
ル
作
成
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
示
し
、
各

市
町
村
で
の
マニュア
ル
作
成
を
求
め
て
い

る
。県
も
、
検
討
会
を
開
催
す
る
な
ど
の

支
援
を
し
て
い
く
。
作
成
に
あ
たっ
て
は
、

国
か
ら
提
言
さ
れ
た
災
害
時
の
要
援
護

者
への
避
難
準
備
情
報
も
、積
極
的
に
発

令
す
る
よ
う
助
言
し
て
、来
年
の
出
水
期

ま
で
に
試
行
で
き
る
よ
う
取
り
組
ん
で
い

く
。

�
 
県
財
政
が
厳
し
さ
を
増
し
、
県
税
収

入
の
確
保
は
き
わ
め
て
重
要
だ
が
、
滞

納
対
策
に
ど
う
取
り
組
む
の
か
。

�
 
総
務
部
長　

一
昨
年
か
ら
、
取
り
組

み
を
強
化
し
、
悪
質
な
滞
納
者
に
は
毅

然
と
し
た
対
応
を
し
て
き
た
。今
年
度
も
、

強
力
に
取
り
組
む
が
、特
に
件
数
、滞
納

額
が
多
い
自
動
車
税
の
対
策
と
し
て
、
滞

納
者
への
県
内
一
斉
の
催
告
を
行
い
、
差

押
え
や
公
売
に
も
取
り
組
む
。同
じ
く
滞

納
額
が
多
い
個
人
県
民
税
は
、
市
町
村

税
務
職
員
の
実
務
能
力
向
上
に
向
け
支

援
体
制
や
連
携
を
強
化
を
し
て
い
く
。

�
 
不
登
校
対
策
に
つ
い
て
の
今
回
の
文

部
科
学
省
の
決
定
は
、
現
在
の
社
会
、

教
育
問
題
を
直
視
し
て
い
る
と
は
思
え

な
い
が
、見
解
を
聞
く
。

�
 
教
育
長　

不
登
校
の
児
童
・
生
徒
の

電
子
メ
ー
ル
や
郵
便
等
を
使
っ
て
の
学
習

は
、
社
会
と
の
接
点
を
広
げ
、
学
習
の
遅

れ
を
減
ら
す
の
に
プ
ラ
ス
と
な
る
。た
だ
し
、

出
席
扱
い
が
不
登
校
の
長
期
化
に
つ
な
が

る
な
ど
の
心
配
の
あ
る
ケ
ー
ス
で
は
、保
護

者
の
理
解
を
得
て
、
取
り
組
み
の
工
夫
が

必
要
だ
。

�
 
教
育
委
員
長　

通
信
教
育
の
や
り

方
な
の
で
、
方
法
と
し
て
問
題
は
少
な
い

と
理
解
し
て
い
る
。問
題
は
、
ど
の
よ
う
な

中
身
を
送
受
信
す
る
か
で
、そ
こ
が
県
教

委
の
頑
張
り
ど
こ
ろ
だ
。

問答問答問答答

�
 
南
海
地
震
の
被
害
を
軽
減
さ
せ

る
た
め
の
地
域
目
標
の
作
成
方
法

や
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
つ
い
て
聞
く
。

�
 
危
機
管
理
担
当
理
事　

地
域
目

標
を
定
め
る
こ
と
は
、
対
策
の
ス
ピ
ー

ド
ア
ッ
プ
を
図
る
上
で
重
要
だ
が
、一

方
で
様
々
な
対
策
の
中
で
何
を
優
先

し
て
進
め
、手
順
を
ど
う
す
る
の
か
と

い
う
課
題
も
あ
る
。
国
か
ら
求
め
ら

れ
た
十
五
項
目
の
地
域
目
標
に
は
、

県
と
し
て
既
に
目
標
を
定
め
た
項
目

も
あ
る
。ま
た
、今
後
、目
標
を
定
め

て
取
り
組
む
べ
き
項
目
も
あ
る
の
で
、

年
度
内
に
は
幾
つ
か
の
地
域
目
標
を

第
一
グ
ル
ー
プ
と
し
て
設
定
し
た
い
。

� 
本
県
の
農
産
物
輸
出
に
向
け
た

課
題
は
何
が
あ
る
の
か
。

�
 
農
林
水
産
部
長　

輸
出
相
手
国

の
市
場
ニ
ー
ズ
へ
の
適
合
や
コ
ス
ト
を

吸
収
で
き
る
単
価
で
の
販
売
が
重
要

な
課
題
だ
。品
目
に
よ
り
、
鮮
度
保

持
対
策
な
ど
も
課
題
と
な
る
。ま
た
、

直
接
輸
出
か
間
接
輸
出
か
の
判
断

も
必
要
で
、
直
接
輸
出
の
場
合
は
、

為
替
リ
ス
ク
等
の
課
題
が
あ
り
、
間

接
輸
出
の
場
合
は
、仲
介
業
者
な
ど

信
頼
で
き
る
パ
ー
ト
ナ
ー
づ
く
り
が

必
要
だ
。

�
 
総
務
省
と
財
務
省
で
予
算
措
置

の
考
え
方
に
違
い
が
生
じ
て
い
る

合
併
市
町
村
補
助
金
の
見
通
し
を

聞
く
。

�
 
企
画
振
興
部
長　

合
併
を
所
管

し
て
い
る
総
務
省
サ
イ
ド
か
ら
は
、
国

は
経
過
措
置
団
体
も
同
様
に
支
援

を
し
て
い
く
方
針
で
き
て
お
り
、例
年

こ
の
補
助
金
は
補
正
予
算
対
応
な
の

で
、
今
後
財
務
省
と
の
予
算
折
衝
で

必
要
額
の
確
保
に
努
め
た
い
と
の
見

解
が
、
公
式
の
場
で
表
明
さ
れ
て
い

る
。
国
と
し
て
合
併
支
援
メ
ニュ
ー
に

も
掲
げ
、
経
過
措
置
団
体
に
も
適

用
さ
れ
る
も
の
と
し
て
全
国
の
団
体

が
合
併
時
期
を
判
断
し
て
い
る
こ
と

か
ら
も
、
当
然
国
の
責
任
で
総
額
確

保
が
な
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と

考
え
て
い
る
。

問答問答問答 南
海
地
震
対
策
に
つ
い
て

聞
く

森　　雅宣
（自由民主党）

�
 
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
発
揮
し
て
花

博
を
開
催
す
る
考
え
は
な
い
か
。

�
 
知
事　

花
博
に
は
関
心
を
持
っ
て

い
た
し
、本
県
の
観
光
や
花
き
産
業
に

も
よ
い
話
だ
と
思
っ
て
い
た
。
私
な
り

に
も
う
一
歩
踏
み
込
ん
で
考
え
て
み

よ
う
と
思
っ
て
い
る
。た
だ
、
現
在
の
県

財
政
で
は
県
単
独
で
の
開
催
は
困
難

で
、
国
や
企
業
か
ら
の
支
援
な
ど
を

検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
私
自
身
が

直
接
、省
庁
や
関
連
法
人
を
訪
問
し
、

可
能
性
を
探
っ
て
み
る
。
高
知
な
ら
で

は
の
花
博
が
可
能
と
判
断
で
き
た
ら

関
連
部
局
と
協
議
を
始
め
た
い
。

�
 
障
害
者
自
立
支
援
法
案
に
つ
い
て
、

県
と
し
て
ど
う
い
っ
た
問
題
提
起
を

し
て
取
り
組
ん
で
い
る
の
か
聞
く
。

�
 
健
康
福
祉
部
長　

関
係
者
か
ら

は
不
安
の
声
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ

の
た
め
国
に
対
し
、
利
用
者
負
担
の

見
直
し
に
つ
い
て
の
低
所
得
者
へ
の
十

分
な
配
慮
、
施
設
体
系
の
見
直
し
に

伴
い
、
退
所
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
こ

と
の
な
い
よ
う
な
弾
力
的
な
取
り
扱

い
、
市
町
村
の
サ
ー
ビ
ス
の
実
態
を
踏

ま
え
た
財
政
支
援
な
ど
に
つ
い
て
要

望
を
し
て
い
る
。今
後
と
も
、
関
係
者

の
意
見
を
聞
き
な
が
ら
、よ
り
良
い
制

度
と
な
る
よ
う
国
に
対
し
て
働
き
か

け
て
い
く
。

�
 
県
民
体
育
館
の
プ
ー
ル
改
修
で

み
か
づ
き
方
式
の
ろ
過
装
置
が
導

入
さ
れ
て
い
る
が
、
一
連
の
経
過
や

費
用
対
効
果
を
見
る
と
問
題
が

あ
っ
た
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
所

見
を
聞
く
。

�
 
知
事　

こ
の
方
式
の
ろ
過
装
置
は
、

特
許
の
取
得
や
納
入
実
績
な
ど
か
ら
、

ベ
ン
チ
ャ
ー
企
業
総
合
支
援
事
業
に

採
択
さ
れ
た
の
で
重
点
的
に
支
援
し

て
き
た
経
緯
が
あ
る
。誤
解
を
招
い
た

と
す
れ
ば
、
重
く
受
け
と
め
て
反
省

し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。ラ
ンニン
グ
コス

ト
が
見
込
み
よ
り
高
く
な
っ
て
い
る
の

は
、フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
が
十
分
で
な
かっ
た

結
果
だ
と
考
え
て
お
り
改
善
の
方
向

で
協
議
を
進
め
て
い
る
。

問答問答問答 花
の
博
覧
会
の
開
催
は
、観
光

立
県
の
大
き
な
礎
に
な
る

依光　　　夫
（自由民主党）

総務委員会
４月１９日～６月３日

　各出先機関等の業務概要を現地などで聴
取。（１１日間）

７月４日～６日　（６月定例会中）
　「平成１７年度高知県一般会計補正予算」など
１２件の議案を審査し、全て原案どおり可決また
は承認。意見書案１件を審査。 追手前高校で説明を受ける委員

七
月
一
日 

災
害
実
態
に
合
っ
た
避
難
勧
告

等
の
基
準
作
成
に
取
り
組
め

岡崎　俊一
（２１ 県政会）

産業経済委員会
４月２１日～６月１０日
　各出先機関等の業務概要を現地などで聴取。
（１１日間）
７月４日、６日　（６月定例会中）
　「平成１７年度高知県一般会計補正予算」など
９件の議案を審査し、全て原案どおり可決また
は承認。意見書案１件を審査。 海洋深層水研究所で説明を受ける委員

文化厚生委員会
４月２０日～６月３日
　各出先機関等の業務概要を現地などで聴取。
（９日間）
７月４日、６日　（６月定例会中）
　「平成１７年度高知県一般会計補正予算」など
１２件の議案を審査し、全て原案どおり可決また
は承認。意見書案１件を審査。請願１件を採択。 坂本龍馬記念館で説明を受ける委員

企画建設委員会
４月１９日～６月１０日
　各出先機関等の業務概要を現地などで聴取。
（１１日間）
７月４日～６日　（６月定例会中）
　「平成１７年度高知県一般会計補正予算」など
１６件の議案を審査し、全て原案どおり可決また
は承認。意見書案２件を審査。 土佐くろしお鉄道宿毛駅で説明を受ける委員

常
任
委
員
会
の
動
き
（
４
月
〜
７
月
）

特
別
委
員
会

　
　

の
動
き

南海地震対策調査特別委員会
　４月２８日　　危機管理担当理事から、県の南海地震対策の概要を聴取。
　６月１４日　　スマトラ沖地震スリランカ調査団長の高知工科大教授等から、調査結果の概要を聴取。
　７月１４・１５日　県庁各部局から、南海地震対策を聴取。
　７月１９日　　南海地震対策実施個所の県内現地調査。

土佐市宇
佐で津波
避難路の
調査をす
る委員

須崎港津
波防波堤
工事の調
査をする
委員
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こうち県議会だより

＊この広報紙は古紙配合率７０％以上の再生紙を使用しています。

平成１７年（２００５年）　８月２８日（日）

　９月２０日（火）開　会
　　２７日（火）質疑並びに一般質問
　　２８日（水）　 〃
　　２９日（木）　 〃
　　３０日（金）予算委員会
１０月　３日（月）常任委員会
　　　４日（火）　 〃
　　　５日（水）　 〃
　　　６日（木）　 〃
　　　７日（金）閉　会
＊予定ですので、変更になる場合があります。
傍聴の際には、議会事務局議事課
（TEL ０８８-８２３-９５３４）で必ず日程を御確認ください。

産 業 経 済 委 員 会
付託を受けた議案は、全会一致をもって可決または承認した。
■県有財産（権利）の放棄に関する議案について
　委員から、技術革新が激しい中、時代に合わなくなったということから（特許を受ける権利
を）放棄するということは理解できるが、発明に至るまでの経費等との兼ね合いはどうかとの質
疑があり、執行部から、企業と共同で三年間、研究開発したもので、当時は画期的な技術で
あったが、技術革新が進み今後使われる見込みがないこと、また、維持していく経費も高いの
で、費用対効果から放棄した方がよいとの判断をしたものであるとの答弁があった。
■研究成果活用プラザ・サテライトの誘致について
　執行部から、独立行政法人・科学技術振興機構によって、地域の産学官の研究開発拠
点として全国八カ所に設置されている「研究成果活用プラザ」を補完する「サテライト」が、
四国で唯一、高知工科大学内に設置され、十月から運営されることとなった。二年がかりで
誘致を進めてきたもので、現在、同機構では、サテライトではなく、プラザでの設置といった協
議が行われているとの報告があった。
　委員から、その見通し等について質問があり、執行部から、同機構の中では、プラザとして
四国の中で動いた方が、より効果が上がるのではないかという意見があり、人の派遣も含め
た細かな打ち合わせが行われているとの答弁があった。
■高知競馬の「平成１６年度の収支状況等」について
　売り上げは、８３億８,９００万円で２,７７１万円の単年度赤字となるが、累積収支は５,３９６万
円の黒字となる。また、平成１７年度の収支計画では、売り上げは、８９億８,４００万円で、
３,５５６万円の単年度赤字となるが、累積収支では１,８００万円余りの黒字になる見込みである
との報告があった。
　委員から、地方競馬はどこも大変であり、さらなる国の支援もあって良いように思うが、どの
ように考えているのかとの質疑があり、執行部から、これまでの要望活動により、法改正があり
規制も緩和されたが、まだまだ厳しい状況にあるので、全国の地方競馬と連携して要望は続
けていくとの答弁があった。
■中国産中間種苗由来の養殖カンパチ等への対応について
　執行部から昨年十月から本年二月にかけて、中国から輸入した養殖カンパチ等の一部に、
食中毒原因物質に規定されている寄生虫のアニサキスが認められた。
　出荷サイズには達していなかったことから、市場には流通していないが、消費者の安全を確
保するため、今後、適切な出荷指導をしていくとの報告があった。
　委員から、消費者が一番迷惑を受けている。こうしたものが、外国から自由に入ってくるとい
うことに対し、国に適切な対応を求めていくべきであるとの指摘があった。

付託を受けた議案は、全会一致または賛成多数をもって可決または承認した。
■高知県立都市公園条例の一部を改正する条例議案について
　執行部から、県立都市公園の管理を指定管理者に行わせる場合において、公募を行わず
に指定管理者の候補を選定することができるよう、必要な改正を行うものであるとの説明が
あった。
　委員から、ほかの施設との整合性について質疑があり、執行部から、のいち動物公園につ
いては、一定の運営経験等を有する団体がほかに見当たらないため、公募ではない形で選定
することがより適切であると判断した。ただし、事業計画書の内容をしっかり確認していくとの
答弁があった。
■土佐くろしお鉄道について
　執行部から、窪川町で起きた踏切事故について報告があり、委員から、危険性のある類似
の踏切については、早急に対策をとるようにとの要請があった。
　次に、執行部から、宿毛駅列車脱線事故のこれまでの状況、会社の運転資金繰りの見通
し、並びに宿毛駅舎の復旧について報告があった。
　委員から、経営感覚や顧客サービスの改善について、県は、筆頭株主として指導すべきで
はないかとの質疑があり、執行部から、サービス向上など、原点に立ち返って指導していく。策
定する再生計画の中でも取り組みを進めたいとの答弁があった。
　さらに委員から、まず、会社として取締役会を機能させるべきであるとの意見があった。
■フェリーの大阪航路の再開について
　執行部から、一日も早い航路の再開に向けて精力的に取り組んでいる状況や、今後の対
応について報告があった。
　委員から、航路再開までの空白期間が長く続くと様 な々影響が出てくるが、取り組みの目
標をどう考えているのかという質疑があり、執行部から、６月議会終了後には、後継会社の立
ち上げの準備会を急ぎ開催したいとの答弁があった。
　さらに委員から、本県の産業や観光にとって、必要不可欠な交通インフラであるとの認識に
立ち、航路再開を最重要施策と考えるのであれば、知事の政治的判断を積極的に示すこと
が必要であるとの意見があった。
■須崎港大峰地区の利用について
　委員から、地元との公害防止協定の締結などに積極的に対応し、早期に砂利バースが利
用できるように努めてもらいたい。また、無許可で使用していた期間については条例違反であ
り、使用料の徴収も含め、適切で迅速な対応が必要であるとの指摘があった。

企 画 建 設 委 員 会

総 務 委 員 会
付託を受けた議案は、全会一致または賛成多数をもって可決または承認した。
■高知県税条例の一部を改正する条例議案について
　執行部から、地方税法の改正により一定所得以下の高齢者（６５歳以上）の県民税非課税
措置を段階的に廃止するとともに、新たに課税される高齢者には、さらに、年額５００円の森林
環境税が課税されるとの説明があった。
　委員から、税法改正に伴う非課税措置の段階的廃止はやむを得ないが、森林環境税は県
独自の課税であり、段階的に課税すべきとの質疑があった。
　執行部から、一定の担税力のある者を対象としていることや他県の動向等を総合的に判断
し、段階的課税は必要ないと判断したとの答弁があった。
■学校保健安全推進費について
　執行部から、学校での事件が続く中、子供の安全を守るため、スクールガードの養成や警察
官ＯＢをスクールガード・リーダーに委嘱するなどの説明があった。
　委員から、スクールガードの巡回だけでは限界があり、学校に警備員を配置しているところも
あるが、どう考えているのかとの質疑があった。
　執行部から、警備員の配置だけでは十分でなく、地域の方々が学校に詰める、登下校を見
守ることなどが、最大の抑止力になるとの答弁があった。
■警察の捜査費について
　委員から、地裁判決で、不正経理の疑いや説明責任が完遂されていないとの指摘をどう考え
ているのか。また、近年の犯罪検挙率低下について、検挙率向上には、情報収集が重要だが、
捜査費執行額の減少は、捜査員が萎縮して執行していないためでないかとの質問があった。
　執行部から、地裁判決について、不正経理の新たな事実が出たわけでなく、説明責任不足
の指摘は、警察として、既に地検の捜査が行われており、それに協力することが最善と判断した
ためだとの答弁があった。また、捜査費執行額減少について、情報は簡単に得られるものでなく、
捜査員の大変な苦労がある。必要な経費は、適正に執行していくべきとの答弁があった。
　さらに、別の委員から、捜査費も税金であり、執行が適正か否かをチェックする必要がある。
判決でも、捜査費を詐取している点で、刑法犯の蓋然性が高いとの指摘もあり、県民も疑問を
持っている。捜査費一覧表の内容を、実際の捜査費の執行と比較し説明すべきでないかとの
質問があった。
　執行部から、その一覧表は出所不明の文書であり、作成意図も不明。一覧表について説明
しようとすれば、地裁判決を不服として控訴したことと矛盾し、委員指摘のような説明ができな
いとの答弁があった。

付託を受けた議案は、全会一致をもって可決または承認し、請願１件を全会一致で採択し

た。

■高知県立県民文化ホール・歴史民俗資料館・坂本龍馬記念館・美術館・文学館の設

置及び管理に関する条例の一部を改正する条例議案について

　執行部から、施設の管理について、指定管理者制度を導入、導入当初からの３年間は、

これまで施設運営に当たってきた高知県文化財団を指定する。21年度以降は公募も含め最

もふさわしい在り方を検討するとの説明があった。

  委員から、３年後に公募を行うことになった場合、指定管理者となる団体は、県内の団体が

対象かとの質疑があり、執行部から、基本的には県内の団体、または、県内に事業所などを

有する団体を対象にすることを考えているとの答弁があった。

■介護保険法等の一部を改正する法律について

　委員から、今回の見直しに当たり、本県の提案に対する国の対応をどう評価するのかとの

質疑があり、執行部から、低所得者への配慮など、本県の意見は、一定反映されているもの

と考えているとの答弁があった。

　また、委員から、制度改正の大きな柱は、予防重視型システムへの転換であり、高齢者の

多い本県にとって重要な課題である。県として、具体的な施策は考えているのかとの質疑があ

り、執行部から、「治療から予防へ」という重点方針を掲げており、市町村、地域機関などと

も連携し、取り組んでいきたいとの答弁があった。

■うみがめ生育地等保護区の指定について

　委員から、「生育地等保護区」の指定による工作物の規制と、地域からの要望による護岸

工事等との整合性についてどう考えるかとの質疑があり、執行部から、海岸の安全性を守るこ

とや、地域の利用を考慮した上で、うみがめの保護に取り組んでいきたいとの答弁があった。

■中央病院跡地の売却について

　委員から、解体経費込みの売却では、不利になることはないのかとの質疑があり、執行部

から、事業者が建設を前提として解体した方が、安く、早くできる。経費をかけて解体したにも

かかわらず、土地が残る、というリスクが少なくなるとの答弁があった。
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インターネット議会中継
○本会議と予算委員会の審議を中継しています。
（生中継は、本会議・予算委員会開始直前から終了まで、休憩
中を除き議場の様子をそのまま中継します。）

○本会議と予算委員会の生中継 (ライブ中継 )及び直近２年
間分の録画中継(VOD－ビデオ・オン・デマンド)を配信して
います。（平成１６年９月定例会から）
○録画中継は生中継終了後３日程度でご覧になれます。
○この議会中継は、高知県議会の公式記録ではありません。
○中継を多数の方が同時にご覧になられた場合等に映像がう
まく表示されない場合がありますのでご了承ください。
高知県議会ホームページの「議会中継」からご覧いただけます。

ホームページアドレス：http://www.pref.kochi.jp/̃gikai/


